
 

選定の流れ及び審査方法について 

 

第１回 指定管理者選定委員会 

【選定方法の決定】 

 

 

 

 

 

第２回 指定管理者選定委員会 

【プレゼンテーション及びヒアリングによる審査】 

 

１．応募団体からのプレゼンテーションを受け、ヒアリングを実施 

・プレゼンテーション  １団体 １０～１５分程度（申請数による） 

・パワーポイントによるプレゼンテーション可 

・当日資料配布は不可 

・ヒアリング      １団体 １０～２０分程度（申請数による） 

・応募団体の参加人数  １団体につき５名以内 

 

２．選定委員による意見交換 

 

３．委員全員の採点票、コメント票を回収 →事務局集計 

 

４．候補者の選定 

・候補者は各委員の合計点数により選定する。 

・最多得点を獲得した団体を候補者、２番目に多い得点を獲得した団体を次点候補

者として選定し、選定理由（選定委員会での意見として公表）を協議・決定する。 

・獲得得点が同点となった場合は、審査項目「管理を安定して行う物的及び人的能

力」の獲得得点が多い団体を候補者とする。その項目について同点となった場合

は審査基準「設置目的の効果的達成」の獲得得点の多い団体を候補者とする。そ

れでも更に同点となった場合は、委員間の議論で決するものとする。 

・最低基準点は、各審査項目については満点の５割、総合得点については満点の５

割とする。ただし、任意提案事業は除く。 
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